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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　寛骨臼リーマであって、
　少なくとも一部は半球体の部分を含み湾曲状の切削歯を有する切削シェルと、
　上記切削シェル上の複数の切削歯であって、それぞれの切削歯は上記切削シェルから伸
び、半球体の湾曲状切削刃を有する二つの支持部が中間切削刃と接すると共に、該中間切
削刃の両側には、上記支持部によって支持される第２の切削刃が、上記中間切削刃から切
削対象物の進行方向後方に向かって湾曲するように形成され、
　切削時のリーマの回転方向を向いたそれぞれの上記切削歯と正反対に位置する、平滑端
の孔部と、を備え、
　上記平滑端の孔部は、上記中間切削刃と正反対に位置する第一直線縁部と、第二縁部及
び第三縁部とを有し、上記第一直線縁部は両端が上記孔部の第二縁部及び第三縁部と接す
る長さを有し、該第二縁部及び第三縁部は上記切削歯のそれぞれの支持部と接し、
　上記第一直線縁部は対向する上記中間切削刃と同等の幅を有し、上記第二縁部及び第三
縁部はそれぞれ上記第一直線縁部と接し上記第２の切削刃と対向する直線部を有すること
を特徴とする寛骨臼リーマ。
【請求項２】
　上記複数の切削歯は、上記切削シェル上に均等に間隔を空けて配置されることを特徴と
する請求項１記載の寛骨臼リーマ。
【請求項３】
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　上記複数の切削歯は、上記切削シェル上に螺旋状の配列で配置されることを特徴とする
請求項１記載の寛骨臼リーマ。
【請求項４】
　寛骨臼リーマを形成する方法であって、
ａ）半球体の形をしたブランクを形成するステップと、
ｂ）上記ブランクに切削歯を切り込むためのステップであって、i)第一直線縁部と、ii)
該第一直線縁部の一端に接し直線部を有する第二縁部と、iii)上記第一直線縁部の他端に
接し直線部を有する第三縁部と、を有する平滑端の孔部を上記ブランクに形成するステッ
プと、
ｃ）上記ブランクに切削歯を切り込むステップであって、i)上記第一直線縁部と同等の幅
を有し上記第一直線縁部と正反対に配置される中間切削刃と、ii)該中間切削刃の両側に
配置されてそれぞれ支持部によって支持され、上記中間切削刃から切削対象物の進行方向
後方に向かって湾曲すると共に、第二縁部及び第三縁部の直線部と対向する第２の切削刃
と、を有する切削歯を、上記孔部に対して穿孔機を、前記第一直線縁部が穿孔機の対応す
る面に押し付けられるようにして挿入することで形成するステップと、
ｄ）複数の切削歯が上記ブランクに切り込まれるまで上記ステップｂ）及びｃ）を繰り返
すステップと、
を有することを特徴とする寛骨臼リーマを形成する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本件は、アメリカ合衆国において２００５年１０月２４日に出願されたフェールバウム
（Fehlbaum）とレショット（Lechot）による米国特許出願番号１１／２５７，４１７“Co
ntour Reamer Teeth and Method of Manufacture”の継続出願であり、また２００４年７
月７日に出願されたレショットによる米国特許出願番号１０／５００，９４４“Contour 
Reamer Teeth”の一部継続出願であり、その双方を参照として組み入れ、本件開示と一致
する点において依存するものである。
【背景技術】
【０００２】
　本願発明は、外科用製品に関し、詳細には骨に成形穴を切削するための外科用リーマに
関する。
【０００３】
　滑らかな壁面と正確な形状を要する股関節インプラントのために骨に穴を成形するには
、リーマシェル又は切削カップは半球形であることが好ましい。さらに、切削歯は的確に
配置及び配向される必要がある。また、歯の高さは、股関節の骨の大きさを決める上で、
ひいてはリーマによる穴成形の精度を決める上で重要となる。
【０００４】
　多くの場合、腰関節のインプラントは凹状で半球形の穴に取り付けられるのが最も良い
とされている。しかし、このような形状は必ずしも必要とは限らない。他の寛骨臼を切削
するためのシェルは半球形ではなく、本願において説明する原理はそのような他の形状を
包含するように適用されてもよい。
【０００５】
　特にセメントを用いない股関節手術では、骨と最終的な（半球形の）インプラントとの
接触が最小限にとなるように、寛骨臼が通常半球形の正確な形状にリーマで切削されるこ
とが以前にも増して重要視されている。
【０００６】
　また、患者のトラウマを軽減し回復のスピードを早めるために、切開部をより小さくす
ることにますます重点が置かれるようになった。これらのさらなる要件によって、医療器
具及びインプラントの設計士たちはさらなる挑戦と向き合うこととなった。さらに、現在
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では外科医は寛骨臼リーマの取手部を“スイーピング（sweeping）”と呼ばれる方法で器
具取手部の端部を角度をつけて旋回し、リーマが切削する軸を常に変化させて使用するよ
りも、単独の軸で保持して使用するケースが多くなっていることも、外科手術の工程にお
ける変化の一つとして挙げられる。実験として、従来技術のリーマ取手部を一定の軸で保
持して使用すると、マクロスケールではおおよそ半球体をなす一連のコンセントリック・
リングが切削される。一方、外科医がリーマ取手部の軸を“スイープ”、すなわち旋回す
るように動かすと、（研磨と同様の効果により）上記の不具合は解消され、半球形の表面
が形成される。
【０００７】
　“スイーピング”を行わずに滑らかな半球形の表面を得るために、コンセントリック・
リングの数を増やし、びびり／振動を軽減するには、より多くの歯を設けることが好まし
い。しかし、その場合機械的強度が下がってしまう。また、例えばウェイガンド（Weigan
d）による米国特許第４０２３５７２号に開示されるような従来の“チーズ削り器”タイ
プのリーマでは、確実に各歯の切削プロファイルを重なるようにし、切削方向に対して歯
を的確に配置することがより困難であった。従来のような形状の歯をより大きくしたもの
の使用も試みられたが、切削片のサイズ及び切削にかかる応力が大きくなりすぎるか、も
しくはリーマが複雑すぎるものとなった。また、大きな歯に隣接する開口部も自ずと大き
くなるため、少なくともある程度の機械的強度が犠牲となった。
【０００８】
　セイラー（Sayler）による米国特許第５１１６１６５号には、限定された数の離散的に
配置された刃状の歯を有するスクレーパー（掻器）タイプのリーマが開示される。このリ
ーマの歯は、切削される形状のプロファイルを有する単一の曲線によって定義される。す
なわち、これら歯は本質的に直線的である。このような歯の形状は、リーミングにおいて
ときおり生じる異常に高い切削応力がかかった際に、（歯自身の他に）歯の形状を維持す
るための構造が何一つ備わっていない。また、限られた数のスリット又は溝がリーマの球
状の本体に外延的に施された場合、リーマの球状の形状が有する整合性に影響が生じる場
合もある。整合性への影響は、スリットの比較的鋭利な角において高い応力が生じること
によるものである。
【０００９】
　セイラーによる米国特許第６７３００９４号には、限られた数の離散的に配置された刃
状の歯を有するスクレーパータイプのリーマの別の具体案が開示される。このリーマの歯
も、また直線的である。このような歯の形状もまた、リーミングにおいてときおり生じる
異常に高い切削応力がかかった際に、（歯自身の他に）歯の形状を維持するための構造が
何一つ備わっていない。また、その孔部の形状によって、刃の外縁部の、刃の後方に位置
する支持部がシェルに移行する箇所で、望ましくない鉤裂や裂傷が生じる。このような形
状は、使用時においては接触する軟組織を過失的に裂傷してしまうこともある。裂傷を最
も生じやすいと思われる具体案が示されたセイラーの件の図９の場合も、同様のことが言
える（外見上は、溝４０は歯によって視界から隠れている）。
【００１０】
　多くの場合リーマに施される歯の形状は、原材の形状、シート材料、半球体の底面直径
又は製造方法に依存する。そして、切削される面の形状については通常考慮されず、この
ため、歯は望ましい球体又は半球体に近似する形状にしか切削できない場合が多い。例え
ば、表面が平面的に形成されたり、必要とされるものと異なる半径で形成されたり、全体
としていびつな半球が形成される。
【００１１】
　従って、必要とされるのは、最終的な切削面を縮小することが可能で、定義された単一
の幾何学からなる一連の切削部を形成することが可能なリーマである。また、切削歯を的
確に配置及び配向することが可能な機構が求められる。さらに、原材の形状にかかわらず
制御が可能となる歯の形状が必要とされる。
【発明の開示】
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【００１２】
　上記の問題点は、必要に応じた形状に切削可能で、且つ一連の二重に湾曲してなる切削
歯が、各歯にかかる切削応力を大幅に低減し、切削時に生じる切削片の大きさを縮小する
ことが可能な数だけ配置されてなる切削シェルを有する寛骨臼リーマを提供することによ
って解消することができる。略全ての歯は、十分な長さの整合する円弧状の切削刃を有し
、これらの切削刃は切削される形状のプロファイルと概ね一致する切削プロファイルを有
する。
【００１３】
　その利点としては、本発明のような構造によると、ある形状を切削するために要する歯
の数を、標準的な“チーズ削り器”タイプのリーマと比べて約３０％削減することができ
る。さらなる利点としては、切削刃が形成される孔部は非円形なので、これにより切削刃
を形成する器具を正確に配置可能とするインデックス面（indexing surface）が形成され
る。また、従来のスクレーパータイプのリーマと比べてより小さな歯を、よりたくさん打
ち出す又は形成することによって、リーマの半球形状を維持しやすくなる。
【００１４】
　さらなる利点は、上記のように本発明の切削刃の品質及び配向が改善されたことで、よ
り少ない歯を用いてより良好な切削面を形成することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１には、従来技術による典型的な寛骨臼リーマ１０が開示される。リーマ１０は、孔
部１８に隣接して歯１６が設けられた表面１４を定義する切削カップ又はシェル１２を有
してなる。底面部２０は器具連結装置として形成される（図示なし）。
【００１６】
　図２aには、リーマ１０の歯１６が示される。歯１６には、切削刃２０を支持する分岐
面２２（又は“立ち上がり部”、図のAゾーンで示される部分）を有する。切削刃２０か
ら幾分後方に距離をおいて、大体点線２６が引かれた辺りから、面３０はBゾーンの面に
向かって内側に湾曲し始め、ひいてはリーマの切削カップの表面１４に向かって湾曲する
。表面反射線２８によって、このような表面の形状がよりわかり易く示される。
【００１７】
　次に図２bには、従来技術によるリーマ１０の歯のプロファイル３２の側面断面図が示
される。プロファイル３２の立ち上がり部２２の部分は、図示されるように非線形である
。
【００１８】
　図２ｃを参照に、従来のリーマ１０の歯１６を正面から観察すると、Aゾーンにおける
分岐面２２を視認できることが分かる。図示されない他の従来技術のリーマでは、立ち上
がり部２２に対応する部分は、頂点に向かって収束することによって視界から隠れてしま
い、正面からは視認できない。
【００１９】
　このような立ち上がり部２２、各切削刃２０及び孔部１８は、螺旋状の配列、ねじれ型
配列又はランダムにリーマの切削面に配置される。ここで言う“螺旋状”とは、切削する
全体的な形状を切り掻くように切削歯１６が規則的に配列されたいかなる形態をも含むも
のとする。好ましい螺旋状配列は、隣接する刃が相互に対して均等に角度を有してオフセ
ットに配置された、すなわち隣接する歯が相互から均等に間隔を空けて異なる経度圏に配
置された配列である。また、切削されたリング（すなわち、各歯１６による切り掻きによ
って形成されたリング）は、隣接するリングと所定の分だけ重なることが好ましい。
【００２０】
　これらの従来リーマ１０は、幅狭の先端部に近似する頂点３８を有する。
【００２１】
　次に図３には、米国特許５９６８０４９号に記載の、その内容は本件にも組み込まれる
 “DRリーマ”として知られるリーマにおける従来技術の歯７２のプロファイル７０が開
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示される。DRリーマの歯７２は、望ましく切削されたプロファイル７０と２つの点７４及
び７６において交差するコードを形成してなる。このため、これらの従来技術のリーマの
典型例には、先端部はない。
【００２２】
　次に図４ａから４ｃを参照すると、本願発明は、一連の二重に湾曲してなる切削歯１６
’が、各歯にかかる切削応力を低減し、切削時に生じる切削片の大きさを縮小するような
数だけ配置されてなる切削シェル１２’を有してなる。ほぼ全ての歯は、十分な長さの整
合する円弧状の切削刃を有し、これらの切削刃は切削しようとする形状のプロファイルと
概ね一致する切削プロファイルを有する。整合する円弧状の切削刃２０’は、隣接する立
ち上がり部２９’によって支持される第２の切削刃２１’に隣接し、ガセット又は支持部
として特徴付けられる立ち上がり部２９’は切削シェル１２’に向かって後方に湾曲し、
第２の切削刃２１’を支持する。したがって、全体的な切削刃２０’は二重に湾曲してな
り、少なくとも２つの特徴的な曲線がそれぞれの切削刃２０’を定義するためには必要と
される。リーマ１０’が切削のために回転されると、平滑縁を有する孔部１８’が切削刃
よりも前方に位置する。孔部１８’が“平滑縁”であると定義付けることで、孔部が応力
集中や軟組織の裂傷を生じるようなスリットや細い溝が形成されていない非円形であるこ
とを意味している。このような構造によって、ある形状に切削するために要する歯の数を
削減でき、使用時に軟組織を裂傷するリスクを低減できる。したがって、本願発明は切削
面の品質を改善し、使用する歯１６’の数をより少なくすることを可能にする。
【００２３】
　切削刃２０’は図面上では直線的に見えるが、実際は切削される面、本具体案の場合は
半球状の面の輪郭に沿って形成される。本具体案では、切削刃２０’の半径Ｒは切削され
る面の半径と一致する。従来技術とは反対に、新規技術の歯１６’は隣接する大きい又は
幅広の孔部１８を製造する際に形成されるものではない。孔部１８’は、従来技術のよう
に略円形であるが、歯１６’は歯が変形される過程で、最終的な形状のプロファイルに応
じて形成される。本具体案では、立ち上がり部２２’は直角プリズムの形状をなし、切削
カップ１２の表面の接線において切削カップと交差する。歯１６’は、切削刃２０’の後
方に（Ａゾーンにおいて）明確に分岐する面を有する。全ての図面において、同様又は類
似する特徴部には、共通の参照番号がふられていることに留意されたい。
【００２４】
　次に図４ｅと４ｄを参照に、本発明の歯１６’の別の具体案としては、孔部１８’の直
線的な側面８０に歯が形成されたもの（図４ｅ）と、孔部が三角形状に形成されたもの（
図４ｄ）などが含まれる。これら代案的な具体案の側面図及び正面図は、それぞれ図４ｂ
及び４ｃで示されたものと概ね同じである。
【００２５】
　また、低いプロファイルを有する歯をより多く形成又は打ち出すことで、リーマの半球
形の形状が損なわれることなく維持することが容易となる。
【００２６】
　寛骨臼の中心部から円周までの半径がいかなる数値であっても、領域における異なる部
分は異なる歯１６’によって切削される。本発明は、円形の孔部１８’の後方に、所望の
半径Ｒに近似する長い歯１６’が配置されるため、全半径を切削する上で必要とされる歯
の数を削減することができる。また、切削刃２０’は半球形のシェル１４の表面からほん
の０．５ｍｍしか突出していないが、孔部が大きく形成されているということは効果的な
切削高さが０．５ｍｍよりも高くなることも可能であることを意味し、これは切削刃２０
’における最外縁部の中心部から孔部１８’にわたって延長するコードの垂直距離が０．
５ｍｍよりも大幅に大きいためである。さらに、一連の切削歯１６’を切削シェル１２’
上に配置して用いることで、各歯にかかる切削応力を大幅に軽減することができると共に
、切削時に生じる切削片の大きさを縮小することができる。また、少ない数の歯１６’を
用いることで、切削面の高品質を維持しつつも、半球体における部位５０’（図５参照）
を取り除くことが可能となる。該部位を取り除いた形態の寛骨臼リーマの例は、それぞれ
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“Holder for a Surgical Reamer”、“Surgical Reamer”と題された２００１年１２月
２１日出願のＰＣＴ出願、ＰＣＴ／ＩＢ０１／０２６７５及びＰＣＴ／ＩＢ０１／０２６
７６に開示されており、その内容は本願に組み込まれるものとする。
【００２７】
　本発明では、歯１６’は幅広の切削プロファイルを有するように形成されるが、これは
半球体において異なる緯度高度に位置する隣接する歯によって切削される切削部分と重な
り易くするためである。また、歯１６’は、所望の半径と確実に一致するような所望の半
球体の一領域を切削する。改良された歯を用いることで、典型的なチーズ削り器タイプの
リーマよりも少ない歯を用いて完全な半球を切削することが可能となる。
【００２８】
　リーマ１０’は、切削シェルに均等に間隔を空けて配置された一連の切削歯１６’から
なることが好ましい。これらの歯１６’は、切削シェル１２’に螺旋状に配置されてもよ
い。
【００２９】
　また、図５において最もよく表される別の具体案では、切削シェルは部位５０（点線で
示される部分）が製造過程において取り除かれた半球体である。この具体案では、切削刃
の長さは所望の形状を完璧に切削できるだけの数値が選択され、良好な機械的強度を確保
できるだけの数だけ備わってなる。切削刃を長めに形成することで、歯の数を削減できる
と共に、より完璧な半球形を有する切削シェルよりも良好な状態の半球形を切削すること
ができる。
【００３０】
　器具連結部５２は、２つの交差するバー５４、５６からなり、一方のバー５４のリーマ
切削シェル１２’との接合部に隣接する外側端部には２つの平面部６０（図では１つしか
描かれていない）が形成される。
【００３１】
　次に図６ａと６ｂを参照すると、半球状のシェル１４において１つの曲線部と少なくと
も１つの略直線の縁部８０とからなる多角形の孔部１８’に切削刃２０’がレーザーによ
って切断された後、対応する多角形の形状の穿孔機（図示なし）（リーマの切削刃を打ち
出す穿孔機の刃の円周位置は、穿孔機の対応する平面部から正確に制御された周知の円周
距離だけ離れて配置される）を用いて、通常このような歯が打ち出される際の半分の数値
である０．５ｍｍで好ましくは切削刃が打ち出される。穿孔機によって押し上げられる切
削刃が切削方向に対して最適な配置に配向されるように、対応する多角形の断面を有する
穿孔機の位置は孔部１８’の直線的な縁部８０によって定義される。図６ａには、半球形
のシェル１４のプロファイル７１と比較した切削プロファイル７０が示される。
【００３２】
　図７及び８に示されるように、上記のように骨への侵入を浅くすることに加え、（各歯
が切削される穴の形状に対応した形状を切削するような）歯部の輪郭形状によって、応力
及び熱発生が抑えられ、リーマの磨耗寿命の大幅な延びにつながる。図７のグラフは、従
来技術によるリーマ１０の力に対する時間を示したグラフであり、切削力が時間と共にど
れだけ早く増加するかを示す。これとは逆に、図８に示される本発明によるリーマ１０’
の力に対する時間を示す同様のグラフでは、２０回の使用回数を経てもなお、切削力がチ
ーズ削り器タイプのリーマの約半分の値で比較的一定に保たれていることが分かる。切削
力が低いということは、熱発生も低く抑えられ、壊死組織も少なくなることを意味する。
壊死組織を減少させることによって患者の回復期間が早くなる。
【００３３】
　図９に示されるように、本発明を製造するための方法１００には幾つかのステップが含
まれる。第１のステップ１０２では、成形ブランク（formed blank）がシート材料から形
成されるか、インベストメント鋳造又はダイカストによって鋳造されるか、あるいは粉末
金属を次工程の前に焼結して形成される。第２のステップ１０４では、少なくとも１つの
直線的なインデックス縁部（indexing edge）をなすように、孔部１８’が、任意的には
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レーザーを用いて切削及び／又はブローチ削り（broached）される。第３のステップ１０
６では、切削刃の形成のために各孔部に穿孔機（図示なし）が挿入され、ブランクのイン
デックス縁部が穿孔機の対応する面に押付けられ、この穿孔機の対応する面は、穿孔機に
“切削される形状と一致するよう成形された面”を形成するように、周知の方法で周知の
距離だけ切削刃から間隔を空けて配置される。第４のステップ１１０では、穿孔機におけ
る“切削される形状と一致するよう成形された面”を介して、切削刃２０’が穿孔機によ
って打ち抜かれる。次のステップ１１２では、全ての切削刃が形成されるべき孔部が加工
されるまでステップ１０６と１１０が繰り返され、それが終わると交差するバー５２、５
４を取り付けるための後続加工へと送られ、さらに仕上げの最終加工ステップへと送られ
る。
【００３４】
　リーマの利点としては、各歯にかかる切削応力を大幅に低減すると共に、切削時に生じ
る標準的な切削片の大きさを縮小することが可能となる。
【００３５】
　また別の利点としては、全ての歯にはそれぞれ、切削される形状のプロファイルと概ね
一致する切削プロファイルを有する十分な長さの円弧状の切削刃が形成されるため、所望
の形状に切削するために要する歯の数が少なくて済む。
【００３６】
　さらなる利点としては、切削刃が形成される孔部は非円形なので、切削刃を打ち抜く器
具を正確に配置するためのインデックス面となる。
【００３７】
　さらなる利点としては、本発明は切削刃の切削品質及び配置を改良したことによって、
切削面の品質を向上させると共に、用いる歯の数を削減することが可能となる。
【００３８】
　ここで説明された本発明の具体案において、様々な変更や改良を加えることは可能であ
る。本発明による特定の例示的な具体案が開示及び説明されているが、上述の開示におい
て多岐に渡る改良、変更又は代用を創案することもまた可能である。場合によっては、本
発明のある特定の特徴が、その他の対応する特徴を用いることなく用いられることも可能
である。従って、上記の説明は一例を示すために記載したにすぎず、広く解釈されるべき
であり、本発明の精神及び範囲は添付の請求項によってのみ限定されることを理解された
い。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】従来技術によるリーマの側面図である。
【図２ａ】従来技術によるリーマの歯の平面図である。
【図２ｂ】従来技術によるリーマの歯の側面断面図である。
【図２ｃ】従来技術によるリーマの歯の正面図である。
【図３】従来技術による別の歯の詳細図である。
【図４ａ】本発明によるリーマの歯の平面図である。
【図４ｂ】本発明によるリーマの歯の側面断面図である。
【図４ｃ】本発明によるリーマの歯の正面図である。
【図４ｄ】本発明による歯の別の具体案の平面図である。
【図４ｅ】本発明による歯のまた別の具体案の平面図である。
【図５】本発明によるリーマの側面図である。
【図６ａ】本発明によるリーマの側面断面図である。
【図６ｂ】本発明によるリーマの斜視図である。
【図７】従来技術によるリーマの磨耗特性を表した表である。
【図８】本発明によるリーマの磨耗特性を表した表である。
【図９】本発明の製造方法を示したフローチャートである。
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